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地域連携推進会議について
導入背景
・障害福祉サービスを提供する事業者の増加に伴い、支援の質の確保が課題
・地域の関係者等の外部の目を入れ、事業運営の透明性の向上と支援の質の確保する
・令和７年度から義務化

対象
障害者支援施設、共同生活援助

会議の目的
・利用者と地域との関係づくり
・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
・施設等やサービスの透明性・質の確保
・利用者の権利擁護

地域連携推進会議の構成

会議の開催 地域連携推進員による訪問



地域連携推進会議について
会議の構成員等

会議の開催頻度・内容等
・施設等内での会議を最低でも年１回以上、施設等への訪問を年１回以上実施する。

原則、対面実施で行い、訪問は施設等への現地訪問を原則とする。

・構成員と施設等職員が率直に意見交換し、お互いに気付きを得る機会とする。

《会議内容例》

利用者の日常の生活の様子、施設等の運営状況（収支など） 等

構成員 参加要否 補足事項

利用者 必須 利用者本人に参加いただくことが望ましい。

利用者家族 必須 参加いただく利用者とは、別の利用者家族で
あることが望ましい。

地域の関係者 必須 自治会、町内会などの地域団体 等

福祉に知見のある人 任意 障害福祉サービスを運営している事業者 等

経営に知見のある人 任意 障害・介護サービスの経営に携わる人

施設等所在地の市町村担当者等 任意 市町村職員 等



地域連携推進会議について
地域連携推進会議の実施後
・会議開催後、速やかに本会議で施設等が行った報告、構成員から受けた要望、助言等
についての議事録を作成する。
・議事録の作成に当たっては、利用者や構成員の個人情報保護のため、個人が特定され
る部分は議事録から削除するように配慮する。
・会議開催後、議事録を公表する必要がある。
（ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示等多くの方が閲覧可能となるよ
う広く公表する。）

地域連携推進員の訪問の実施等
・地域連携推進会議の構成員全員が地域連携推進員となり、施設の訪問を行う。
（利用者に関しては障害の状況により、会議のみの参加で差し支えない。）
・訪問の際、同日に複数人が訪問することも可能だが、可能な限り訪問日を分散させる
など、施設の利用者や職員に過度な負担とならないようにする配慮が必要。

【参考 厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

・地域連携推進会議の手引き
・（事業所向け）地域連携推進会議の概要



御清聴ありがとうございました。
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